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【用語の解説】 
※ １ 海岸漂着物   ：海岸に漂着したごみその他の汚物又は不要物をいう。 

海岸漂着物等 ：海岸漂着物及び海岸に散乱しているごみその他の汚物又は不要物をいう。 
 

※ ２ ３R（スリーアール） ：Reduce（リデュース）；ごみの発生抑制 
Reuse（リユース）；ごみの再利用 
Recycle（リサイクル）；ごみの再生利用 

 
※ ３ 千葉県河川海岸アダプトプログラム： 

一定区間の公共の場所において市民団体や企業が美化活動（清掃）を行い、行政が
これを支援する制度です。道路や河川などの公共の場所の一定区間が、住民と企業
によって、愛情と責任をもって清掃美化されることから、「アダプト（養子にする）」
にたとえられています。 
詳しくは< http://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/kendo/adapt/index.html>をご覧
下さい。 

 
※４ 海岸管理者等 ：海岸法第２条第３項の海岸管理者及び他の法令の規定により施設の管理を行

うものであって、その権原に基づき、又は他の法令の規定に基づいて国又は地方公
共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地を管理する者をいう。 
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第１章 計画の基本的事項 

 

１．目 的 
この計画は、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため、「美しく豊かな自

然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処

理等の推進に関する法律」（平成 21 年法律第 82 号。以下「海岸漂着物処理推進法」と

いう。）及び「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」（以

下「国の基本方針」という。）に基づき、海岸漂着物対策の基本的な方向性を示すとと

もに、海岸漂着物対策を重点的に推進する区域を定め、優先的に処理を実施することに

より、本県における海岸の良好な景観、多様な生物の確保、生活衛生の向上、水産資源

の保全等の総合的な海岸環境の保全を図ることを目的とする。 

 

２．計画の位置付け 
この計画は、海岸漂着物処理推進法第１４条の規定により県が作成する地域計画であ

り、計画の推進に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理

法」という。）、海岸法、循環型社会形成推進基本法等の関連法令に基づく施策と連携

を図るものとする。 

 

３．千葉県海岸漂着物対策推進協議会  
海岸漂着物対策は、多様な主体が参加・連携して、相互に情報を共有し、意思疎通を

図りながら進めていくことが重要である。 

そのため、国、県、市町村、海岸管理者、民間団体等で構成する千葉県海岸漂着物対

策推進協議会を設置し、関係者間の円滑な意思疎通と連絡調整を図るものとする。 

 

 

 
千葉県マスコット 

キャラクター「チーバくん」 
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第２章 千葉県の海岸 

 

１．海岸の特性 
本県は、三方を海に囲まれ、総海岸線延長は約５３５ｋｍを有している。 

東には断崖絶壁で雄大な景観の犬吠埼や屏風ケ浦、日本有数の砂浜で白砂青松の九十

九里浜があり、銚子の犬吠埼や屏風ケ浦周辺は水郷筑波国定公園、九十九里浜は県立九

十九里自然公園に指定されている。 

南は岩礁や砂浜が入り組み変化に富んだ景観の外房・南房総海岸があり、外房の太東

崎から内房の富津岬までは南房総国定公園に指定されている。 

西の東京湾沿岸には、遠浅で多様な生物が生息する貴重な干潟などが残されている。 

また、太平洋に面した砂浜ではアカウミガメの産卵やハマヒルガオ等の海浜植物群生

が確認されており、貴重な動植物の生息場となっている。 

 

図１ 国定公園・県立自然公園位置図 

南房総国定公園 

水郷筑波国定公園 

県立九十九里自然公園 

県立大利根 
自然公園 

県立印旛手賀自然公園 

県立笠森鶴舞 
自然公園 

県立養老渓谷 
奥清澄自然公園 

県立高宕山自然公園 

県立富山自然公園 
県立嶺岡山系自然公園 

  国定公園 

  県立自然公園 
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２．海岸周辺における産業 
本県の海岸は、その風光明媚な情景や豊かな自然環境が、重要な観光資源となってお

り、県では、「おもてなし半島・ちば」をキャッチフレーズに「観光立県ちば」を目指

し施策を推進している。平成２７年には約１５０万人が海水浴場を利用しており、一年

を通して、サーフィン・水上バイク等のマリンスポーツやブルーツーリズム、釣り・潮

干狩り等のレジャーに訪れる人も多く、海岸周辺の観光は重要な産業となっている。 

また、水産資源に恵まれ、平成２７年の海面漁業漁獲量（概数）は、約１１万トンと

全国第１１位で、貝類や海藻類などは全国上位に位置しており、千葉県沿岸で育まれた

恵みは、本県のみならず首都圏近郊を始めとする各地の家庭の食卓を彩り、漁業は重要

な産業の一つに位置付けられている。 

 

図２－１ 海水浴客数の推移 

 

 

図２－２ 地域別海水浴客数（平成２７年度） 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

平成18年 平成20年 平成22年 平成24年 平成26年

海
水

浴
客
数

（
単
位

：
千

人
）

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

千葉 海匝 山武 長生 夷隅 安房 君津

地
域

別
海

水
浴

客
数

（
千
人

）

千葉：千葉市 
海匝：銚子市、旭市、匝瑳市 

山武：山武市、大網白里市、九十
九里町、横芝光町 

長生：一宮町、長生村、白子町 

夷隅：勝浦市、いすみ市、御宿町 
安房：館山市、鴨川市、南房総市、

鋸南町 

君津：富津市 



4 

 

 

 

図３ 海水浴場位置図  
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図４ 漁港位置図 
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３．海岸漂着物等の状況 
本県の海岸漂着物は、流竹木及び海藻などの自然物、ペットボトル・食品の容器包装

などの生活系ごみ、漁網、ブイ、廃ビニールなどの事業系ごみ等、多種多様なものがあ

るが、河川上流からの流下物が主である。特に県中央部から南部地域の河川流域では山

林・竹林等が形成されており、大雨や台風の後などに多量の流竹木等の漂着が度々見ら

れるとともに、豊かな海からは波浪等により海藻が多量に漂着しており、その処理に苦

慮している状況である。そのほか、不法投棄によるごみの散乱も見られる。 

海岸漂着物等は、 

・岩礁海岸、防波堤、消波ブロックの付近などアクセスしにくい場所にも漂着する

こと 

・砂や水分、塩分が付着していること 

・波や紫外線で劣化し、破砕されていること 

などの性質を有しており、回収、分別、処分が困難な場合がある。 

これらの海岸漂着物等により、生態系を含む海岸の環境の悪化、白砂青松と呼ばれる

美しい浜辺の喪失、海岸機能の低下、漁業への影響等が懸念される。 

 

 

ハマヒルガオ（いすみ市） 

 

清掃活動 
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第３章 海岸漂着物対策の現状と課題 
県では、海岸漂着物等の円滑な処理とその発生抑制、多様な主体の役割分担と連携の確

保を施策の柱として、これまで海岸漂着物対策を進めてきたが、依然として解決すべき課

題があるほか、自然災害の頻発化、激甚化など海岸漂着物を取り巻く状況にも変化がみら

れる。 

 

１．海岸漂着物等の処理に関する現状と課題 
（１）本県の海岸では、主に市町村職員による清掃のほか、地域住民や民間団体等のボラ

ンティア活動による清掃が行われており、ボランティア活動が広域的に行われるケー

スもある。 

 

（２）多くの市町村では、こうした活動を継続していくため、ボランティア活動に対して、

資材の支給や回収された海岸漂着物等の収集・処分などを行い、地域活動を支援する

取組が進んでいる。市町村によっては、ボランティア活動への支援のほか、海水浴場

の開設に伴い、海岸清掃を観光協会等へ委託するケースやシルバー人材センターへ依

頼するケースも見られる。 

 

（３）地域住民等によるボランティア活動は主に人力で行われていることから、清掃や回

収にも限界があり、大雨や台風の後などに漂着する大量の流竹木等については、市町

村及び海岸管理者が業者への委託等により回収処理を行っているのが現状である。 

 

（４）また、近年、自然災害の頻発化により、海岸漂着物の集積する量が増加しており、

また、自然災害の激甚化により、他県の災害に起因する海岸漂着物が、従来よりも広

域かつ大量に漂着する事例が発生している。これらの災害に伴い緊急に処理が必要な

ケースに対して、機動的な対応が求められている。 

 

２．海岸漂着物等の発生抑制に関する現状と課題 
（１）本県の海岸漂着物の特徴として、山、川、海へとつながる水の流れを通じて海岸に

漂着する本県由来のごみが主である。これらの海岸漂着物には、洪水や台風等の災害

による流木等の自然由来の物のほか、住民の日常生活に伴って発生した生活系ごみや、

産業活動に伴って発生した事業系ごみも多く含まれている。 

 

（２）そのため、海岸漂着物の問題は、海岸を有する地域のみならず、すべての地域にお

いて共通の課題であるとの認識に立ち、海岸漂着物等になる可能性のあるごみの発生

抑制に努めることが必要であり、３Ｒの推進によるごみの減量・再生利用や、不法投

棄の防止等の環境教育や普及啓発の果たす役割は、依然として大きいものがある。 
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３．多様な主体の役割分担と連携の確保に関する現状と課題 
（１）海岸漂着物は、山、川、海へとつながる水の流れを通じて漂着するものであるため、

海岸漂着物の問題においては、海岸を有する地域だけではなく、広範な県民の協力が

不可欠である。 

そのため、海岸漂着物等の処理等に関する県民の意識の高揚が図られ、県民や民間

団体等による自主的かつ積極的な取組が促進されることが重要である。 

 

（２）地域住民や民間団体のボランティア活動による海岸清掃は、海岸の清潔保持のみな

らず、市町村の財政負担を軽減することにも貢献しており、海岸環境の保全を図る上

で不可欠なものとなっているが、人口の減少や高齢化で、地域住民の活動がこれまで

のように期待できない地域が出てきている。 

そのため、住民の自主的な取組を支援しながら、地域の実情に即した持続的な連携・

協力体制を構築することが重要である。 

 

（３）県民や民間団体等は、それぞれの問題意識や関心等に応じて自発的な意思のもとで

海岸漂着物への取組に参加するものであり、このような自発的な意思は、活動を始め

るきっかけや活動を継続していく動機となるものである。 

 

（４）特に、民間団体等は、地域に根付いた海岸の清掃活動等やその発生抑制において、

自ら主体となって活動を行うことに加え、県民による活動の促進のための環境教育や

普及啓発等への参画を通じ、地域の各主体の連携、協働のつなぎ手として重要な役割

を果たすことが期待される。民間団体等は、自らの活動で培った豊富な知見や幅広い

ネットワークを有しており、行政と民間団体等が相互に連携を図り、それらの活用を

図ることも重要である。 

 

（５）また、県では、行政と共に地域住民等が地域づくりの一員・担い手となって県の河

川や海岸の環境保全活動に携わっていく「千葉県河川海岸アダプトプログラム」によ

り、住民と行政のパートナーシップの体制づくりを進めている。 

 

ちばレジエコ 
キャラクター モラワン 
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第４章 海岸漂着物対策の基本的方向性 
海岸漂着物対策は、海岸漂着物等の円滑な処理とその効果的な発生抑制を施策の両輪と

し、多様な主体の適切な役割分担と連携の確保を通じて、海岸における良好な景観及び環

境の保全を図るものとする。 

 

１．海岸漂着物等の円滑な処理 
海岸漂着物等が海岸に集積することにより、現に海岸の景観や生活・自然環境の保全

に支障が生じている地域においては、海岸漂着物等の処理を進めることにより、海岸の

清潔の保持に加え、海岸漂着物等の海域への流出防止による海洋環境の保全にも繋がる

ものである。 

このような観点から、以下の基本的事項に留意して、海岸漂着物等の円滑な処理に努

めるものとする。 

 

（１）海岸管理者等の処理の責任等 

①海岸管理者等の処理 

海岸管理者等は、管理する海岸の土地において、その清潔が保たれるよう、海岸の

地形、景観、生態系等の自然的条件や海岸の利用の状況、経済活動等の社会的条件に

応じて、海岸漂着物等の量及び質に即し、海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講

じるものとする。 

その際には、海岸漂着物対策の経緯や地域の実情等を踏まえ、海岸漂着物等の回収

や処分等に関して地域の関係者間で適切な役割分担に努めるものとする。 

また、海岸管理者等ではない海岸の土地の占有者（占有者がない場合には管理者。

以下「占有者等」という。）は、その占有し、又は管理する海岸の土地の清潔が保た

れるように努めるものとする。 

 

②市町村の協力 

市町村は、海岸漂着物等の処理に関し、必要に応じて海岸管理者等と連携して海岸

漂着物等の回収を行うことや、回収された海岸漂着物等を市町村等の廃棄物処理施設

で処分することなど、海岸管理者等又は占有者等に協力するものとする。 

なお、海岸漂着物等の処理に係る市町村の協力の在り方については、海岸漂着物対

策の経緯や体制、海岸漂着物の実態等、地域の実情を踏まえ、関係者間で合意形成を

図るものとする。 
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（２）市町村の要請 

市町村は、海岸管理者等が管理する海岸の土地に海岸漂着物等が存することに起因

して地域住民の生活や漁業等の経済活動に支障が生じていると認めるときは、当該海

岸管理者等に対し、海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講じるよう要請すること

ができる。 

なお、要請を受けた海岸管理者等は、当該要請の趣旨を踏まえて、その内容を検討

し、必要があると判断する場合には、海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講じる

ものとする。 

 

（３）地域外からの海岸漂着物に対する連携等 

①他都県への協力の求め 

県は、海岸漂着物の多くが他の都県の区域から流出したものであることが明らかで

あると認めるときは、当該都県知事に対して、海岸漂着物の処理やその発生抑制等に

関して協力を求める。 

また、海岸管理者等の要請に基づく場合のほか、他の都県知事の協力を必要とする

状況が生じていると判断する場合には、海岸管理者等の意見を聴いた上で、他の都県

知事に協力を求める。 

 

②他都県への協力 

他の都県から協力を求められた場合には、その趣旨を踏まえて、必要があると判断

した場合には、海岸漂着物の処理及びその発生抑制等のために所要の措置を講じる。 

 

（４）海岸漂着物等の適正処理等 

①海岸漂着物等の適正処理 

回収された海岸漂着物等については、廃棄物処理法に基づいて適正に収集、運搬及

び処分を行うものとする。 

なお、処理に当たっては、流竹木を堆肥化や燃料化するなど、可能な限りバイオマ

スとしての活用を図るものとする。 

 

②不法投棄物の適正処理 

海岸に漂着している物が不法投棄等によって生じたものであって原因者の特定が可

能な場合には、海岸漂着物処理推進法の規定にかかわらず、廃棄物処理法その他の関

係法令の規定により、当該原因者の責任においてその処理がなされるよう必要な措置

を講じる。 
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③船舶から流出した油等の措置 

船舶から流出した油や有害液体物質については、海洋汚染等及び海上災害の防止に

関する法律（以下「海洋汚染防止法」という。）等に基づいて防除措置等の適切な実

施を図る。 

 

④災害廃棄物等の機動的な処理 

県及び市町村は、洪水や台風等の災害等に起因して大規模に漂着した流木やごみ等

の海岸漂着物の処理について、国と連携し災害関連制度の活用等による緊急的な処理

が円滑かつ機動的に実施できるように努める。 

 

⑤国への協力の求め 

県は、海岸漂着物が存することに起因して地域の環境の保全上著しい支障が生じる

おそれがあると認め、特に必要がある場合には環境大臣その他の関係行政機関の長に

対し、当該海岸漂着物の処理に関する協力を求める。 

 

 

（５）県における技術支援等 

県は、海岸管理者等や占有者等による海岸漂着物等の円滑な処理が推進されるよう、

海岸管理者等に対し、海岸漂着物等の処理に必要な資料及び情報の提供、技術的支援

等を行うものとする。 

また、市町村が海岸漂着物等の処理に関して海岸管理者等に協力する場合にも、海

岸管理者等への支援等の一環として、当該市町村に対しても技術支援等を行う。 

 

 

カイトボード（富津市） 

 

サーフィン（一宮町） 
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２．海岸漂着物等の効果的な発生抑制 
海岸漂着物対策では、海岸漂着物等の円滑な処理だけでなく、海岸漂着物等を発生さ

せないための取組が重要である。 

そのため、海岸漂着物の問題は、海岸を有する地域のみならず、すべての地域におい

て共通の課題であるとの認識に立ち、３Ｒの推進、環境教育、普及啓発等を通じて、そ

の効果的な発生抑制に努めるものとする。 

 

（１）３Ｒの推進による循環型社会の形成 

県及び市町村は、循環型社会形成推進基本法に規定する基本原則に基づき、容器包

装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律をはじめとする各種リサイクル

法の適切な実施をはじめ、３Ｒの推進を図り、廃棄物の発生抑制と廃棄物の適正な処

分を確保することによって循環型社会の形成に努めるものとする。 

 

（２）発生の状況及び原因に関する実態把握 

①海岸漂着物等に関する調査 

県及び市町村は、海岸漂着物等の発生の状況や原因を把握するため必要な調査を行

うよう努める。 

 

②情報の共有 

県及び市町村は、海岸漂着物等の発生の状況や原因等の調査の結果等について、関

係者間で情報を共有するとともに、インターネット等を活用して積極的に県民に広報

し、海岸漂着物等の問題に関する普及啓発を図るよう努める。 

また、海岸漂着物等の実態については、民間団体等や学識経験者による調査活動の

結果を収集・整理し、施策に活用するように努める。 

 

（３）ごみ等の適正な処理等の推進 

県民は、生活系ごみの減量化や再生品の使用等の取組によって、日常生活に伴うご

み等の発生抑制に努めるとともに、日常生活で生じたごみ等をなるべく自ら処理する

ことやリサイクルのための分別収集への協力等の取組を通じて海岸漂着物等の発生抑

制に努めるものとする。 

また、事業者は、その事業活動に伴って生じる廃棄物のリサイクル等を図るととも

に適正に処分することにより、海岸漂着物等の発生抑制に努めるものとする。 

 

（４）ごみ等の投棄の防止等 

①不法投棄に関する規制措置の実施 

ごみ等の不法投棄については、廃棄物処理法や海洋汚染防止法等に基づき規制され

ていることから、県及び市町村は、海岸漂着物等の発生抑制を図るため、陸域や海域

におけるごみ等の不法投棄に関する規制措置の適切かつ着実な実施に努める。 

 

②県民の意識の高揚とモラルの向上 

県及び市町村は、ごみの散乱や不法投棄を防止するため、県民に対して海岸漂着物

等の実態や問題の周知を図り、インターネット、パンフレット等を活用して、ごみの
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散乱防止、不法投棄等に係る環境教育及び普及啓発を促進し、県民の環境保全に対す

る意識の高揚とモラルの向上に努めるものとする。 

 

③陸域等における投棄の防止 

県及び市町村は、森林、農地、市街地、河川、海岸等、我々の日常の暮らしに関わ

る場所で､それぞれの発生原因の特性に応じて必要な措置を講じ、ごみ等の投棄の防止

を図るものとする。 

また、パトロール等の監視活動の実施による不法投棄の抑制や早期発見、警告看板

の設置、地域における継続的な清掃活動の実施によるごみ等の投棄がしにくい地域環

境の創出等に努めるものとする。 

 

（５）ごみ等の水域等への流出又は飛散の防止 

県民及び事業者は、その所持する物が水域等へ流出又は飛散しないように、その所

持する物や管理する森林、農地等の土地を適正に維持・管理することにより、海岸漂

着物の発生抑制に努めるものとする。 

また、県及び市町村は土地の管理者等に対し、土地の適正管理等に関し必要な助言

及び指導を行うよう努める。 

あわせて、土地の占有者又は管理者は、当該土地において、イベントや露天の営業

等の一時的な事業活動やその他の活動を行う者に対して、事業活動に用いる器材等の

適切な管理やごみ等の適正な処分に関し必要な要請を行うことにより、これらの事業

活動に伴って生じるごみ等の流出又は飛散の防止に努める。 

 

（６）海域における漂流物等の回収対策の推進 

海岸漂着物は、海域を漂流した後に漂着するものであるため、船舶の航行障害の除

去や漁場環境の保全の観点から、海域に漂流する流木や漂流ごみ等（以下「漂流物」

という。）や海底に堆積又は散乱するごみ等（以下「海底の堆積物」という。）の回

収対策を講じることは、海岸漂着物の発生抑制に資するものである。 

このため、国や地方公共団体等が連携・協力を図りつつ、閉鎖性海域等における漂

流物の回収対策の推進を図るよう努めるとともに、浅海域における海底の堆積物の回

収対策の推進を図るよう努める。 

 

 

千葉県マスコット 
キャラクター「チーバくん」 
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３.多様な主体の適切な役割分担と連携の確保 
海岸漂着物対策に際しては、国、県、市町村、県民、民間団体等の多様な主体が、適

切な役割分担の下で、それぞれの立場から自主的かつ積極的に取組を進めるとともに、

各主体は相互に情報を共有しつつ連携・協力を図るものとする。 

 

（１）県民、民間団体等の積極的な参画の促進 

県及び市町村は、海岸漂着物等の問題に関する知識の普及やボランティアに関する

情報の提供等を行い、県民、民間団体間等の連携・協力を図り、積極的な参画が円滑

にできるように、海岸漂着物等の処理等の推進における県民の意識の高揚に努める。 

 

（２）自発的な意思の尊重と公正性・透明性の確保 

県及び市町村は、県民や民間団体との連携に際しては、その自発性や主体性を尊重

し、様々な主体が相互理解や信頼関係の下に自発的な意欲をもって活動に参画し相互

に連携していくために、各主体間における公正性や透明性の確保に努めるものとする。 

 

（３）民間団体等との緊密な連携と活動の支援 

①民間団体等との緊密な連携 

県及び市町村は、海岸漂着物対策の推進にあたり、地域に貢献するとともに重要な

役割を果たしている民間団体等と緊密な連携を図り、広報活動、調査研究等の結果の

提供及び技術的助言による情報面での支援等を行うとともに、各種の助成制度等に関

する情報の提供を行い民間団体等の活動の支援に努める。 

 

②民間団体等の知見等の活用 

県及び市町村は、千葉県海岸漂着物対策推進協議会等の機会を活用して民間団体等

との連携を図ることによって、海岸漂着物対策に係る経験や技術及びネットワーク等

を活用するように努める。 

 

③民間団体等の活動における安全性の確保 

県及び市町村は、民間団体等が行う海岸漂着物等の回収に際し、医療廃棄物やガス

ボンベ等の危険物に対する必要な情報の提供、危険物管理等に関する知識の普及、技

術的支援、助言等を行い、回収における安全性の確保に努める。 
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４.その他の海岸漂着物対策 
（１）環境教育及び普及啓発 

海岸漂着物等は県民生活に起因するところが多いことから、海岸漂着物等の円滑な

処理やその発生抑制について、すべての県民が当事者意識を持ち自主的・積極的な取

組に参画するよう促すことが重要である。 

 

①環境教育の推進 

県及び市町村は、海岸清掃等への参加による体験活動や海岸漂着物等に係る現状、

海岸の環境保全等に関する教育や学習の振興に努める。 

 

②普及啓発 

県、海岸管理者等、市町村は、インターネット、パンフレット等を活用して、地域

住民や民間団体等に対し、地域における海岸漂着物の実態や海岸漂着物対策の実施状

況等に関して周知を図る等、普及啓発に努める。 

 

③環境教育及び普及啓発における民間団体等との連携 

県、海岸管理者等、市町村は、自主的に清掃キャンペーン等を行っている民間団体

等と連携を図り環境教育や普及啓発に際して、その有する豊富な知見やネットワーク

の活用に努める。 

 

（２）海岸漂着物対策活動推進員等の活用 

海岸漂着物対策活動推進員及び海岸漂着物対策活動推進団体は、県、海岸管理者等、

市町村が行う海岸漂着物対策への協力を担う主体であり、地域のパートナーシップづ

くりの中核的主体の一つとしての役割が期待される。 

県は、海岸漂着物対策活動推進員及び海岸漂着物対策活動推進団体が住民や民間団

体への情報提供や海岸漂着物等の処理等に関する助言等による関係者間の連携の確保

や普及啓発に際し重要であるとの認識を持ち、将来的な活用について検討するものと

する。 

 

 

犬吠埼と君ケ浜（銚子市） 

 

九十九里浜 
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（３）技術開発、調査研究等結果の活用及び普及 

①効率的・効果的な回収方法の活用 

県、海岸管理者等、市町村は、国が推進する海岸漂着物等の効率的かつ効果的な回

収に向けた手法の調査研究結果等を積極的に活用するように努める。 

 

②海岸漂着物等の処分等に関する技術の活用 

県、海岸管理者等、市町村は、国が推進する多種類の物質を含む海岸漂着物等の適

正かつ効率的な処分に係る処理技術の研究や技術開発、循環型社会にふさわしい最適

な処理やリサイクル技術に関する調査研究結果等を積極的に活用するように努める。 

 

③国の調査への協力 

県、海岸管理者等、市町村は、国が推進する海岸漂着物等の漂着状況の実態把握や

発生原因の究明に関する手法に係る調査研究に協力する。 

 

④調査結果等の普及等 

県、海岸管理者等、市町村は、国が推進する効率的・効果的な回収方法の調査研究

結果等の普及に努める。 

 

５．関係者の役割等 
海岸漂着物対策等の推進には、環境保全に対する県民の意識の高揚とモラルの向上を

図りつつ、国、県、海岸管理者等、市町村、地域住民、民間団体等の多様な主体が、そ

れぞれの取組等を尊重し、関係者の適切な役割分担や相互の連携の下、継続した取組を

進めることが必要である。 

 

（１）県の主な役割 

広域的な観点から、県全体の地域計画を作成して進行管理を行うとともに、海岸管

理者等、市町村等と協議の上、関係者間の役割分担、協力体制を構築する。 

また、海岸漂着物対策に関する情報等の収集に努め、千葉県海岸漂着物対策推進協

議会等を活用し関係者間で情報の共有を図り、継続した取組を支援する。 

環境教育の推進やインターネット、パンフレット等の広報手段を活用した普及啓発

の実施に努める。 

 

（２）海岸管理者等の主な役割 

管理する海岸の状況を把握し、管理する海岸の土地において、その清潔が保たれる

よう、海岸の地形、景観、生態系等の自然的条件や海岸の利用の状況、経済活動等の

社会的条件に応じて、海岸漂着物等の量及び質に即し、海岸漂着物等の処理のため、

関係者等の協力を得て必要な措置を講じるものとする。 

また、市町村等と協力し、地域住民や利用者等が自主的・積極的に海岸清掃活動に

取り組めるような支援措置や環境づくりに努める。 
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（３）市町村の主な役割 

地域住民と深い繋がりを持つことから、地域に密着した環境づくりを進める上で、

重要な役割を担っており、地域の実状に応じた目標や取組の方向等を明らかにするこ

とや、県や海岸管理者等との連携により、地域の自主的・積極的な活動を支援してい

くことが望まれる。 

具体的には、環境教育の推進やインターネット、パンフレット等の広報手段を活用

した普及啓発を行うとともに、年間の地域活動状況を把握し、広く地域住民の協力を

得るような広報活動並びに地域独自の活動の推進や、きめ細やかなサポートが考えら

れる。 

また、海岸漂着物等の回収・運搬や市町村施設等でのごみの処分などの海岸管理者

等への協力があげられる。 

 

（４）地域住民、民間団体、事業者等の主な役割 

海岸漂着物等の問題を認識し、一人ひとりが日常生活において３Ｒ活動等に取り組

み、ごみの削減を推進するとともに、地域での海岸清掃活動等に自主的・積極的に参

加することにより環境への意識の高揚を図り良好な海岸環境を守っていくことが求め

られる。 

民間団体等においては、豊富な経験に基づく知見やネットワークを活用し、県及び

市町村等と連携して、海岸漂着物等の発生抑制に関する普及啓発等に参画することが

望まれる。 

事業者等においては、社会貢献の一環として、海岸清掃活動等への参画や支援等が

望まれる。 

 

 

千葉県マスコット 
キャラクター「チーバくん」 
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図５ 関係者の役割分担及び相互協力のイメージ 

 

  

【市町村】 

【地域住民、民間団体、事業者等】 

・海岸清掃活動への参画 

・ゴミの散乱及び水域等への 

流出防止 

・３Ｒ等によるゴミの減量 

・発生抑制に係る普及啓発等へ

の参画 

・知見、ネットワーク等の提供 

・海岸清掃活動への支援 等 

・海岸漂着物の処理責任 

・海岸の清潔保持義務 

・海岸漂着物の状況把握 

・海岸漂着物等の処理のため 

必要な措置 

・海岸清掃活動への支援 等 

・基本方針の策定 

・財政支援 

・回収技術等の研究・情報提供 

・技術的助言 

・国際協力の推進 

・普及啓発、環境教育 等 

【国】 

【海岸管理者等】 

・海岸漂着物の回収や適正な処理

等への協力 

・海岸漂着物の状況把握 

・海岸管理者へ必要な措置の要請 

・発生抑制に係る普及啓発等 

・民間活動等の情報収集 

・海岸清掃活動への支援 等 

【市町村】 

【地域住民、 

民間団体、 

事業者等】 

【県】 【海岸管理者等】 

【国】 

【県】 

・地域計画の作成 

・海岸漂着物対策推進協議会の 

設置、運営 

・３Ｒの推進によるゴミの削減 

・発生抑制に係る普及啓発等 

・他都県への協力要請 

・技術的助言 

・民間活動等の情報収集、ネッ

トワークの活用の検討 

・海岸漂着物の状況把握 

・情報の提供 等 
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第５章 海岸漂着物対策を重点的に推進する区域(重点区域) 
 

１．重点区域の選定の考え方 
県内の総海岸延長は約５３５ｋｍにも及び、流竹木等の自然物、生活系ごみ、事業系

ごみ等、多種多様な物が潮流の影響及び地形的な要因から漂着しており、一部の地域で

は通常の海岸清掃では対処しきれず、海岸漂着物等が現在も多量に残存している状況も

見られ、海岸の景観や自然環境及び地域生活に大きな影響を与えている。 

このことから、海岸漂着物対策を重点的に推進する区域（重点区域）を選定し、優先

的に海岸漂着物等の処理を実施するとともに、海岸漂着物等の発生抑制対策を併せて推

進し、海岸における良好な景観及び環境の保全を図るものとする。 

また、他の区域の範となるケースを示すことにより、将来の海岸漂着物対策の効率的

な施策に繋げるものとする。 

 

２．重点区域の選定基準 

重点区域の選定は、沿岸市町村からの意見聴取や海岸漂着物等の詳細調査・現地調査

等の結果を踏まえ、海岸漂着物等の集積状況のほか、海岸の景観、生態系等の自然的条

件や、海岸の利用状況、経済活動等の社会的条件を総合的に勘案して判断する。 

具体的には、次の（１）及び（２）のいずれにも該当する海岸の区域とする。 

 

（１）海岸漂着物等の集積状況 

次に掲げる評価基準に該当する海岸。 

評価指標 評価基準 

海岸漂着物等

の集積状況 

多量の海岸漂着物等が定常的に集積し、通

常の海岸清掃活動だけでは回収・処分が困

難な海岸 

 

（２）海岸の自然的・社会的条件 

次のいずれかの評価指標において、評価基準に該当する海岸。 

評価指標 評価基準 

自然的条件 

保全すべき貴重な地形や良好な景観を有

し、または保全すべき希少な動植物が生息

する海岸 

 

評価指標 評価基準 

社会的条件 

海水浴場、潮干狩り、保養地等の観光資源、

漁業等の経済活動や、環境教育等の場とし

て利用される海岸 

 

３．重点区域として選定する海岸 

沿岸市町村の海岸漂着物等の詳細調査及び現地調査結果等を踏まえ、千葉県の重点区

域の選定基準に照らし、以下の区域を選定する。  
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（１）銚子市 

【海岸名】銚子漁港海岸・君ヶ浜海岸・酉明浦海岸 Ｌ＝約７，１００ｍ 

 

図６－１ 重点区域位置図（銚子市） 

 

ア 海岸管理者：県（水管理・国土保全局海岸／漁港区域） 

イ 海岸漂着物等の集積状況 

年間最大１７トンの海岸漂着物等を回収・処理している。 

平成２７年度の大雨により、７８０トンの海岸漂着物等が集積した。 

ウ 海岸の概要 

（ア）自然的条件 

・水郷筑波国定公園 

・県指定銚子鳥獣保護区 

（イ）社会的条件（海岸の利用状況） 

・日本の渚百選「犬吠埼君ヶ浜海岸」（国土交通省） 

・海水浴場「海鹿島」、「長崎」 

・サーフポイント「君ヶ浜」 

・漁業権設定（海藻類、貝類など） 

  

図６－２ 重点区域の様子（銚子市） 

（平成２７年１０月）  

国定公園区域 

鳥獣保護区域 

海鹿島 

長崎 

海水浴場 

重点区域 

君ケ浜 

サーフポイント 

銚子漁港海岸・君ヶ浜

海岸・酉明浦海岸 
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（２） 館山市 

【海岸名】船形海岸・船形漁港・館山海岸・沖ノ島・相浜海岸 Ｌ＝約１０，５００ｍ 

 

図６－３ 重点区域位置図（館山市） 

 

ア 海岸管理者：県(水管理・国土保全局海岸/港湾区域/漁港区域)、館山市(公園) 

イ 海岸漂着物等の集積状況 

年間最大２０８トンの海岸漂着物等を回収・処理している。 

現地調査時には１３０トンの海岸漂着物等の集積が見られた。 

ウ 海岸の概要 

（ア）自然的条件 

・南房総国定公園 

・県指定神戸鳥獣保護区【相浜海岸】 

・特定植物群落「沖ノ島の植生」（環境省）【沖ノ島】 

（イ）社会的条件（海岸の利用状況） 

・日本の夕陽百選「北条海岸」【船形海岸・船形漁港・館山海岸】 

（NPO 法人日本列島夕陽と朝日の郷づくり協会選定） 

・海水浴場「船形」、「那古」、「北条」、「新井」【船形海岸・船形漁港・館山海

岸】、「沖ノ島」【沖ノ島】、「相浜」【相浜海岸】 

・サーフポイント「巴」【相浜海岸】 

・漁業権設定（海藻類、貝類など）・沖合での漁業権設定（あじ小型定置など） 

  
図６－４ 重点区域の様子（館山市） 

（平成２７年１０月）  

鳥獣保護区域 

重点区域 

国定公園区域 

海水浴場 

特定植物群落 

サーフポイント 

船形 

那古 

北条 
沖ノ島 新井 

相浜 

巴 

船形海岸・船形漁港・館山海岸 

沖ノ島 

相浜海岸 
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（３） 木更津市 

【海岸名】木更津海岸（畔戸地区） Ｌ＝約２，０００ｍ 

 

図６－５ 重点区域位置図（木更津市） 

 

ア 海岸管理者：県（水管理・国土保全局海岸） 

イ 海岸漂着物等の集積状況 

年間最大１１５トンの海岸漂着物等を回収・処理している。 

現地調査時には４１０トンの海岸漂着物等の集積が見られた。 

ウ 海岸の概要 

（ア）自然的条件 

・特定植物群落「小櫃川河口の塩湿地群落」（環境省） 

（イ）社会的条件（海岸の利用状況） 

・潮干狩場「久津間海岸」 

・漁業権設定（海藻類、貝類、雑魚すだてなど） 

・沖合での漁業権設定（ノリ養殖） 

  

図６－６ 重点区域の様子（木更津市） 

（平成２７年１０月）  

潮干狩場 

久津間海岸 

小櫃川河口の塩湿地群落 

特定植物群落 

重点区域 

木更津海岸(畔戸地区) 
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（４） 旭市 

【海岸名】旭海岸・飯岡海岸 Ｌ＝約４，５００ｍ 

 

図６－７ 重点区域位置図（旭市） 

 

ア 海岸管理者：県（水管理・国土保全局海岸） 

イ 海岸漂着物等の集積状況 

年間最大２７トンの海岸漂着物等を回収・処理している。 

平成２７年度の大雨により、９７０トンの海岸漂着物等が集積した。 

ウ 海岸の概要 

（ア）自然的条件 

・県立九十九里自然公園 

（イ）社会的条件（海岸の利用状況） 

・日本の渚百選「九十九里浜」（国土交通省） 

・白砂青松百選「九十九里海岸」（社団法人日本の松の緑を守る会選定） 

・海水浴場「飯岡」【飯岡海岸】、「矢指ヶ浦」【旭海岸】 

・サーフポイント「飯岡メイン」他【飯岡海岸】、「椎名内、かんぽ前」他【旭

海岸】 

・漁業権設定（貝類など） 

・沖合での漁業権設定（カキ、伊勢エビなど） 

  

図６－８ 重点区域の様子（旭市） 

（平成２７年１０月）  

県立自然公園区域 

矢指ヶ浦 

飯
岡 

重点区域 

海水浴場 

サーフポイント 

椎名内 

かんぽ前 

飯
岡
メ
イ
ン 
他 

旭海岸 

飯岡海岸 
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（５） 鴨川市 

【海岸名】東条・広場東海岸・前原横渚海岸・鴨川漁港 Ｌ＝約５，０００ｍ 

 

図６－９ 重点区域位置図（鴨川市） 

 

ア 海岸管理者：県（水管理・国土保全局海岸／漁港区域） 

イ 海岸漂着物等の集積状況 

年間最大２３６トンの海岸漂着物等を回収・処理している。 

現地調査時には１７トンの海岸漂着物等の集積が見られた。 

ウ 海岸の概要 

（ア）自然的条件 

・南房総国定公園 

（イ）社会的条件（海岸の利用状況） 

・日本の渚百選「前原・横渚海岸」（国土交通省） 

・白砂青松百選「東条海岸」（社団法人日本の松の緑を守る会選定） 

・海水浴場「前原」 

・サーフポイント「マルキ」、「グランド下」他 

・漁業権設定（海草類、貝類など） 

・沖合での漁業権設定（ワカメ養殖、ブリ定置） 

  

図６－１０ 重点区域の様子（鴨川市） 

（平成２７年１０月）  

国定公園区域 

重点区域 

海水浴場 

サーフポイント 

グランド下 

待崎川河口 

シーサイド 

前原 

マルキ 

ロイヤル下 

東条・広場東海岸・前原

横渚海岸・鴨川漁港 
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（６） 富津市 

【海岸名】富津海岸・富津漁港 Ｌ＝約６，５００ｍ 

 

図６－１１ 重点区域位置図（富津市） 

 

ア 海岸管理者：県（水管理・国土保全局海岸／漁港区域） 

イ 海岸漂着物等の集積状況 

年間最大５３トンの海岸漂着物等を回収・処理している。 

現地調査時には３２トンの海岸漂着物等の集積が見られた。 

ウ 海岸の概要 

（ア）自然的条件 

・南房総国定公園 

・県指定富津岬鳥獣保護区【漁港を除く】 

・県指定天然記念物「富津州海浜植物群落地」 

・特定植物群落「富津の海岸草原」（環境省） 

（イ）社会的条件（海岸の利用状況） 

・白砂青松百選「富津岬」（社団法人日本の松の緑を守る会選定） 

・海水浴場「富津」 

・潮干狩場「富津海岸」 

・漁業権設定（海藻類、貝類、ノリ養殖など） 

  

図６－１２ 重点区域の様子（富津市） 

（平成２７年１０月）  

鳥獣保護区域 

国定公園区域 
重点区域 

海水浴場 

潮干狩場 

県指定天然記念物・特定植物群落 
富津 

富津海岸 

富津州海浜植物群落地・ 

富津の海岸草原 

 
富津海岸・富津漁港 
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（７） いすみ市 

【海岸名】日在浦海岸・和泉浦海岸・太東海岸の一部 Ｌ＝約５，０００ｍ 

 

図６－１３ 重点区域位置図（いすみ市） 

 

ア 海岸管理者：県（水管理・国土保全局海岸） 

イ 海岸漂着物等の集積状況 

年間最大６２１トンの海岸漂着物等を回収・処理している。 

平成２４年度の季節風等で、１５０トンの海岸漂着物等が集積した。 

ウ 海岸の概要 

（ア）自然的条件 

・南房総国定公園 

・県指定夷隅鳥獣保護区 

・国指定天然記念物「太東海浜植物群落」 

（イ）社会的条件（海岸の利用状況） 

・海水浴場「大原」 

・サーフポイント「夷隅」、「大原海水浴場」他 

・漁業権設定（海草類、貝類、伊勢エビなど） 

  

図６－１４ 重点区域の様子（いすみ市） 

（平成２７年１０月）  

鳥獣保護区域 

国定公園区域 

重点区域 

海水浴場 

サーフポイント 
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（８） 一宮町 

【海岸名】一宮海岸・東浪見海岸・釣ヶ崎海岸 Ｌ＝約５，９００ｍ 

 

図６－１５ 重点区域位置図（一宮町） 

 

ア 海岸管理者：県（水管理・国土保全局海岸） 

イ 海岸漂着物等の集積状況 

年間最大３４トンの海岸漂着物等を回収・処理している。 

ウ 海岸の概要 

（ア）自然的条件 

・県立九十九里自然公園 

（イ）社会的条件（海岸の利用状況） 

・日本の渚百選「九十九里浜」（国土交通省） 

・白砂青松百選「九十九里海岸」（社団法人日本の松の緑を守る会） 

・海水浴場「一宮」 

・サーフポイント「一宮」、「サンライズ」、「東浪見」、「志田下」 

・漁業権設定（貝類など） 

  

図６－１６ 重点区域の様子（一宮町） 

（平成２８年８月）  

県立自然公園区域 重点区域 

海水浴場 
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（９） 白子町 

【海岸名】 白子海岸 Ｌ＝約６，０００ｍ 

 

図６－１７ 重点区域位置図（白子町） 

 

ア 海岸管理者：県（水管理・国土保全局海岸） 

イ 海岸漂着物等の集積状況 

年間９トンの海岸漂着物等を回収・処理している。 

ウ 海岸の概要 

（ア）自然的条件 

・県立九十九里自然公園 

・県指定南白亀川河口鳥獣保護区【北部のみ】 

（イ）社会的条件（海岸の利用状況） 

・日本の渚百選「九十九里浜」（国土交通省） 

・白砂青松百選「九十九里海岸」（社団法人日本の松の緑を守る会） 

・海水浴場「白子（剃金・古所・中里）」 

・サーフポイント「剃金」、「中里」 

・漁業権設定（貝類など） 

  

図６－１８ 重点区域の様子（白子町） 

（平成２７年９月）  
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（10） 御宿町 

【海岸名】御宿海岸 Ｌ＝約１，５００ｍ 

 

図６－１９ 重点区域位置図（御宿町） 

 

ア 海岸管理者：県（水管理・国土保全局海岸）、御宿町（漁港区域） 

イ 海岸漂着物等の集積状況 

年間最大５２トンの海岸漂着物等を回収・処理している。 

平成２７年度の台風で４００トンの海岸漂着物等が集積した。 

ウ 海岸の概要 

（ア）自然的条件 

・南房総国定公園 

・県指定夷隅鳥獣保護区 

（イ）社会的条件（海岸の利用状況） 

・海水浴場「岩和田」、「中央」、「浜」 

・サーフポイント「中央」、「浦仲」他 

・漁業権設定（海草類、貝類、伊勢エビなど） 

  

図６－２０ 重点区域の様子（御宿町） 

（平成２７年１０月）  

鳥獣保護区域 

国定公園区域 

重点区域 

海水浴場 

サーフポイント 

岩和田 

中央 

浜 

浦仲 他 

御宿海岸 
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図７ 重点区域の位置図 
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４．重点区域における海岸漂着物対策の内容 

海岸漂着物処理推進法に基づく国の財政措置に応じて、各重点区域の実状を考慮した

海岸漂着物等の回収処理を優先的に実施するとともに、発生抑制対策及び普及啓発等を

行う。 

各重点区域において、県、海岸管理者等、市町村及び関係者等が協力し、必要に応じ

連絡会を開催して連絡調整を行い、下記の事項について具体的な計画を作成する。 

 

（１）海岸漂着物等の処理に関する事項 

海岸の自然的社会的条件等を勘案し、地域における海岸漂着物等の処理の主体、処

理の方法、時期や頻度等について具体的に記載する。 

処理に関する事項の検討に際しては、海岸管理、海岸利用等に支障を生じないよう

配慮する。 

 

（２）海岸漂着物等の発生抑制に関する事項 

重点区域における海岸漂着物等の発生抑制のために地域の関係者が実施する対策に

ついて、実施主体、内容、時期等を具体的に記載する。 

対策の検討に際しては、河川管理や農林水産業等に支障を生じないよう配慮すると

ともに、土地の所有者等の理解を得ながら実施するよう努める。 

 

（３）環境教育又は普及啓発に関する事項 

重点区域における海岸漂着物の処理や発生抑制のための地域住民に対する環境教育

や広報等の普及啓発の推進のための方策について、実施主体、内容、時期等を具体的

に記載する。 

 

 

海水浴場（御宿町） 

 

観光地引き網（白子町） 
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第６章 その他必要な事項 
 

１．モニタリングの実施 
県、海岸管理者等、市町村は、地域の海岸漂着物の実態を把握するため定期的な調査

を行うとともに、回収事業等の実施結果を検証し情報を提供して、今後の回収事業の効

率化に努める。 

 

２．災害等の緊急時における対応 
災害等により大量な海岸漂着物等が発生した場合又は危険物等の漂着時における、関

係者間の緊急連絡体制の構築を図る。 

 

３．計画の見直し 
国の基本方針の改定や海岸漂着物対策に必要な財政措置の状況、本県における海岸漂

着物を取り巻く状況の変化等に対して柔軟に対応するため、千葉県海岸漂着物対策推進

協議会の協議に付した上で、必要な計画内容の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 
千葉県マスコット 

キャラクター「チーバくん」 

 


